
農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律の一部

を改正する法律案（概要）

平成26年３月

農林水産省

１ 趣旨

農林水産業・地域の活力創造プラン（平成25年12月10日農林水産業・地域の活

力創造本部決定）を踏まえ、地域の多様な担い手を確保するとともに、麦・大豆

等の生産拡大を図る観点から、経営所得安定対策の見直しを行う。

２ 改正の概要

（１）対象農業者に係る要件の見直し（第２条第４項）

生産条件不利補正交付金（ゲタ対策）及び収入減少影響緩和交付金（ナラシ

対策）の対象農業者について、

① 面積規模要件を設けないこととするとともに、

② 認定農業者及び集落営農に加えて、認定新規就農者（※）を対象に追加する。

※ 新規就農者であって、農業経営基盤強化促進法に基づき、青年等就農計画を作成し

て市町村の認定を受けた者。

（２）生産条件不利補正交付金（ゲタ対策）の交付基準の変更（第３条第１項、第

２項及び第４項）

生産条件不利補正交付金（ゲタ対策）について、数量払を基本とし、面積払

をその内金とする方式に変更する。（従来は、過去実績面積払と数量払の併用）

（３）対象農産物の定義の明確化（第２条第２項及び第３項）

生産条件不利補正交付金（ゲタ対策）の対象農産物として政令でそば・なた

ねを追加指定し得るよう、生産条件不利補正交付金（ゲタ対策）及び収入減少

影響緩和交付金（ナラシ対策）の対象農産物の定義規定の整備を行う。

３ 施行期日

この法律は、平成27年４月１日から施行し、平成27年産の対象農産物から適用

する。



生産条件不利補正交付金（ゲタ対策）

諸外国との生産条件の格差により不利がある農産物について、生産コストと販売額の差に相当する額を直接交付

【交付対象者】

【支援の内容】

支援のイメージ

交付額

収量

数量払

面積払（営農継続支払）

平均単収

収穫前に内金として支
払い

収穫後に、内金として
支払われた面積払を控
除して支払い

※ 23年産からは、予算措置により、全ての販売農家、集落営農を対象に実施

認定農業者、集落営農、認定新規就農者を対象に実施
する予定（いずれも規模要件は課さない）

【現行法】 【見直し後（27年産から改正法を適用）】

認定農業者、集落営農のうち一定規模以上の者
都府県 ４ha、北海道10ha、集落営農20ha以上等市町村特認あり

麦、大豆、てん菜、でん粉原料用ばれいしょ、そば、なたね

① 当年の品質及び生産量に応じて交付する数量払を基本。
② 当年産の作付面積に応じて交付する面積払（営農継続
支払）を収穫前に数量払の内金として支払い

※ 23年産からは、予算措置により、そば、なたねも支援

① 過去の生産面積に応じて交付する面積払（７割）と
② 当年の品質及び生産量に応じて交付する数量払（３割）
の併用

麦、大豆、てん菜、でん粉原料用ばれいしょ

【対象品目】

※ 26年産は、予算措置により、全ての販売農家、集落営農を対象に実施

※ 23年産からは、予算措置により、数量払を基本に、面積払を内金として支払い

※ 26年産も、予算措置により、同様の措置

※ 26年産も、予算措置により、同様の措置

【第２条第４項】

【第３条第１項、第２項及び第４項】

【第２条第２項】



収入減少影響緩和交付金（ナラシ対策）

収入減少による農業経営への影響を緩和し、安定的な農業経営ができるようにするための農業者拠出に基づくセーフティーネット

【交付対象者】

【支援の内容】
・当年産の販売収入の合計（作物ごとの収支の合算）が標準的収入を
下回った場合に、減収額の９割を補てん（都道府県等地域別）

・対策加入者はあらかじめ一定額の積立金を拠出
（「農業者１：国３」の割合）

【対象品目】
米、麦、大豆、てん菜、でん粉原料用ばれいしょ

都府県 ４ha、北海道10ha、集落営農20ha以上等
市町村特認あり

都道府県等地域単位で算定

標準的収入

当年産収入

過去の５年
のうち、最高
・最低を除く
３年の平均
収入

収入減少
補てん金

収入減
の９割

農業者１：国３
の割合で積立金を拠出

品目ごと
の収入差
額を合算
相殺

【現行法】

認定農業者 、集落営農のうち一定規模以上の者

※１ 認定農業者とは
農業経営基盤強化促進法に基づき、市町村が設定した農業

経営の目標（所得目標等）の達成に向けて、今後５年間における
自らの経営拡大や効率化等を内容とする「農業経営改善計画」
を作成し、市町村から認定された農業者。

※２ 認定新規就農者とは
農業経営基盤強化促進法に基づき、市町村が設定した新規

就農者の農業経営の目標の達成に向けて、今後５年間における
自らの取組を内容とする「青年等就農計画」を作成し、市町村か
ら認定された新規就農者。

※１

【見直し後】

27年産から、認定農業者 、集落営農、認定新規
就農者 を対象に実施する予定
（いずれも規模要件は課さない）

※１

※２

変更なし

変更なし

【第２条第４項】


